
    

    

    

    

    

    

    

農山漁村再生可能エネルギー法に基づく基本計画農山漁村再生可能エネルギー法に基づく基本計画農山漁村再生可能エネルギー法に基づく基本計画農山漁村再生可能エネルギー法に基づく基本計画    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

令和元年９月５日 

        日日日日    田田田田    市市市市    

    

    

    



１．１．１．１．農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促

進による農山漁村の活性化に関する方針進による農山漁村の活性化に関する方針進による農山漁村の活性化に関する方針進による農山漁村の活性化に関する方針    

    

本市は、北部九州のほぼ中央、大分県の西部に位置し、周囲を阿蘇・くじゅう

山系や英彦山系の山々に囲まれた自然豊かなまちで、古くからスギの植林が盛

んに行われ林業地として栄えてきた。 

しかしながら、林業は長引く原木価格の低迷により、森林整備の遅れや生産活

動の低下、林業従事者の高齢化などから、利用期を迎えた多くの人工林資源が十

分に利用されない状況が続いている。 

このような中、地域の山林未利用材をエネルギー源とした木質バイオマス発

電所が稼働を始め、これまで利用されず山林に放置されていた低質材などの新

たな利用が始まった。 

木質バイオマス発電所の稼働により、山林所有者の所得向上や原木価格の底

上げ、新たな雇用の創出など地域に様々な波及効果をもたらしはじめた。 

このため、今後の木材需要に対応した木材生産の推進や木質バイオマス発電

施設への原料の供給体制強化、農業等への新たな熱利用など、本市の森林資源の

有効活用と農林業の活性化に努めることとする。 

 

 

２．２．２．２．再生可能エネルギー発電設備再生可能エネルギー発電設備再生可能エネルギー発電設備再生可能エネルギー発電設備の整備をの整備をの整備をの整備を促進する区域促進する区域促進する区域促進する区域    

    

 

３．３．３．３．２の区域において２の区域において２の区域において２の区域において整備整備整備整備するするするする再生可能エネルギー発電設備の種類及び規模再生可能エネルギー発電設備の種類及び規模再生可能エネルギー発電設備の種類及び規模再生可能エネルギー発電設備の種類及び規模    
    

地区 発電設備の種類 発電設備の規模 備   考 

A 木質バイオマス発電 5,700ｋＷ  

B 木質バイオマス発電 12,000ｋＷ  

    

地区 区域の所在 面積（㎡） 備   考 

A 日田市天瀬町五馬市 245-4 27,000 木質バイオマス発電施設 

B 日田市大字東有田 2813-10 21,000 木質バイオマス発電施設 



４．４．４．４．再生可能エネルギー発電設備再生可能エネルギー発電設備再生可能エネルギー発電設備再生可能エネルギー発電設備の整備の整備の整備の整備と併せて農林地の農林業上の効率的かと併せて農林地の農林業上の効率的かと併せて農林地の農林業上の効率的かと併せて農林地の農林業上の効率的か

つ総合的な利用の確保を図る区域及び当該確保に関する事項つ総合的な利用の確保を図る区域及び当該確保に関する事項つ総合的な利用の確保を図る区域及び当該確保に関する事項つ総合的な利用の確保を図る区域及び当該確保に関する事項    
    

 

 該当区域なし 

 

 

５．再生可能エネルギー発電設備の整備と併せて促進する農林漁業の健全な発５．再生可能エネルギー発電設備の整備と併せて促進する農林漁業の健全な発５．再生可能エネルギー発電設備の整備と併せて促進する農林漁業の健全な発５．再生可能エネルギー発電設備の整備と併せて促進する農林漁業の健全な発

展に資する取組に関する事項展に資する取組に関する事項展に資する取組に関する事項展に資する取組に関する事項    
    

地区 

再生可能エネルギー発電設備と併せて促進す

る農林漁業の健全な発展に資する取組の内容 

備   考 

A．B 

木質バイオマス発電事業者が、燃料として地

域の未利用材チップを納入業者から長期的か

つ安定的な価格で買い取ることで、未利用材の

利用拡大につなげ林業の活性化に寄与する取

組 

 発電施設ごとに地

域に賦存する木質バ

イオマスを変換して

得られる電気の量の

割合が、年間を通じ

て８割未満とならな

いようにする。 

A 

木質バイオマス発電設備で併産される熱を

隣接する園芸ハウスに供給することにより燃

料高騰の影響を受けにくい農業経営構造の転

換を図るとともに、農繁期等においては、地域

人材を積極的に雇用し農家等の所得向上に寄

与する取組 

 

    

    

６．自然環境の保全との調和その他の農山漁村における再生可能エネルギー電６．自然環境の保全との調和その他の農山漁村における再生可能エネルギー電６．自然環境の保全との調和その他の農山漁村における再生可能エネルギー電６．自然環境の保全との調和その他の農山漁村における再生可能エネルギー電

気の発電の促進に際し配慮すべき事項気の発電の促進に際し配慮すべき事項気の発電の促進に際し配慮すべき事項気の発電の促進に際し配慮すべき事項    

    

（１）自然環境の保全との調和（１）自然環境の保全との調和（１）自然環境の保全との調和（１）自然環境の保全との調和    

地域の植生、野生動物の生態、水質等の自然環境に影響を及ぼす可能性が

あることから、必要に応じた影響の調査・検討等により、自然環境の保全に

十分に配慮する。 

    

（２）景観の保全、歴史的風致の維持及び向上との調和（２）景観の保全、歴史的風致の維持及び向上との調和（２）景観の保全、歴史的風致の維持及び向上との調和（２）景観の保全、歴史的風致の維持及び向上との調和    

気候風土に適した形で農林漁業を営む中で、地域固有の個性ある美しい景

観がつくられていることから、これらの景観が損なわれることのないよう適

切な配慮を行う。 

    



７．農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促７．農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促７．農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促７．農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促

進による農山漁村の活性化に関する目標及びその達成状況についての評価進による農山漁村の活性化に関する目標及びその達成状況についての評価進による農山漁村の活性化に関する目標及びその達成状況についての評価進による農山漁村の活性化に関する目標及びその達成状況についての評価にににに

関する事項関する事項関する事項関する事項    

    

（１）目標（１）目標（１）目標（１）目標    

  地域の農林漁業の健全な発展に資する取組を行う再生可能エネルギー発電

設備として、出力 17,700kW の木質バイオマス発電設備を導入し、年間 18 万

トンの地域バイオマス資源の安定供給を行うことで、森林整備の推進及び森

林の持つ公益的・多面的機能の向上を図る。 

  また、発電設備から排出される熱について、農業等への利活用を積極的に推

進していくこととする。 

 

（２）目標の達成状況についての評価（２）目標の達成状況についての評価（２）目標の達成状況についての評価（２）目標の達成状況についての評価    

（１）の目標の達成度合いを確認するため、毎年度、設備整備事業者は、認

定設備整備計画の実施状況（設備整備の進捗状況、稼働状況）を日田市に報

告することとする。また、目標が達成されない場合、日田市再生可能エネル

ギー農山村活性化協議会において、認定設備整備計画の進捗を協議し、達成

に向けて必要な改善策を講じるものとする。 

 

 

８．再生可能エネルギー発電設備の整備を促進する区域において整備する再生８．再生可能エネルギー発電設備の整備を促進する区域において整備する再生８．再生可能エネルギー発電設備の整備を促進する区域において整備する再生８．再生可能エネルギー発電設備の整備を促進する区域において整備する再生

可能エネルギー発電設備の撤去及び原状回復可能エネルギー発電設備の撤去及び原状回復可能エネルギー発電設備の撤去及び原状回復可能エネルギー発電設備の撤去及び原状回復に関する事項に関する事項に関する事項に関する事項    

    

 再生可能エネルギー発電事業を中止又は終了した際は、設備整備事業者の

責任において、区域周辺への環境の保全や安全性の確保を図るため、施設の

撤去等の対策を行うものとする。 

 

 

９９９９．農林地所有権移転等促進事業に関する事項．農林地所有権移転等促進事業に関する事項．農林地所有権移転等促進事業に関する事項．農林地所有権移転等促進事業に関する事項    

    

    該当事項なし 

    

    

10101010．その他農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発．その他農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発．その他農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発．その他農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発

電の促進に関する事項電の促進に関する事項電の促進に関する事項電の促進に関する事項    

    

（１）ホームページ等による周知（１）ホームページ等による周知（１）ホームページ等による周知（１）ホームページ等による周知    

基本計画に基づく取組の促進や関係住民等の理解の醸成を図るため、ホー

ムページ等により広く周知する。 

 

（２）設備整備計画の認定（２）設備整備計画の認定（２）設備整備計画の認定（２）設備整備計画の認定    



設備整備計画の審査を行う際には、内容が基本計画に適合するものである

ことに加え、設備整備計画が実施される見込みが確実であることとする。ま

た、設備整備計画の認定を行う際には、実施状況の報告を行うこと、是正の

指導に従うこと等の条件を付すこととする。 

    

（３）区域外の関係者との連携（３）区域外の関係者との連携（３）区域外の関係者との連携（３）区域外の関係者との連携    

本市及び再生可能エネルギー発電事業者等の関係者は、本市の区域外の関

係者とも相互連携し、優良事例等の情報共有を行いつつ、農林漁業の健全な

発展と調和のとれた再生可能エネルギー発電に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 28 年７月１日 制定 

令和元年 9 月 5日 改正 


